
寒川町告示第５１号

寒川町財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和２３年寒川町条例第１８号）第

２条の規定により平成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日までの期間におけ

る寒川町の財政事情をここに公表する。

平成２８年６月１日

寒川町長 木 村 俊 雄


















